
平成２８年（２０１６年）６月１０日 
建 設 委 員 会 資 料 
都市基盤部交通対策担当 

 
（第７１号議案） 

 
中野南自転車駐車場の移設について 

 
 
 中野二丁目土地区画整理組合が施行者として実施する中野二丁目土地区画整理事業におい

て、同組合が新公社棟の敷地を整備する必要があるため、同敷地内に設置している中野南自転

車駐車場については現公社中野駅前住宅の敷地内へ移設する。また、同駐車場内のバイク置き

場については、事業用地内へそれぞれ移設する。 
 
 
１ 移設に伴う変更内容 
⑴ 位置の変更 

① 現 行  中野区中野二丁目２６番 

② 移設後  自転車駐車場 中野区中野二丁目２４番 

       バイク置場  中野区中野二丁目２０番 

 ⑵ 移設の時期 

   平成２８年１０月１日 

 ⑶ 面積及び収容台数 

  ① 現 行  

面  積：１，７１２㎡ 

収容台数：１，３００台（自転車：１，２５０台、バイク：５０台） 

  ② 移設後  

ア 自転車 

面  積：１，４２９㎡ 

 収容台数：１，１２０台（２段ラック、一部平置き） 

   イ バイク 

面  積：２０７㎡ 

収容台数：６３台（平置き） 

 ⑷ その他 

   利用時間、利用料金については、現行と同様とする。 

 

２ 中野区自転車駐車場条例新旧対照表 

  「資料１」を参照 

 

３ 中野南自転車駐車場移転先図 

「資料２」を参照 

  



資料１ 
 

中野区自転車駐車場条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２２条 （略） 
   附 則 （略） 
別表第１（第２条関係） 

第１条～第２２条 （略） 
   附 則 （略） 
別表第１（第２条関係） 

種類 名称 位置 

有 料 制 駐
車場 

中野駅北口中
央自転車駐車
場 
～ 
都立家政北自
転車駐車場 

中野区中野四
丁目９番先 
～ 
中野区鷺宮一
丁目２６番４
号 

中野南自転車
駐車場 

中野区中野二
丁目２０番及
び２４番 

中野坂上駅自
転車駐車場 
～ 
東中野駅前広
場地下自転車
駐車場 

中野区中央二
丁目８番先 
～ 
中野区東中野
一丁目５８番
９号先 

登 録 制 駐
車場 

新江古田自転
車駐車場 

中野区江原町
二丁目２９番
１７号 

中野富士見町
自転車駐車場 

中野区弥生町
五丁目２３番
１７号 

 

種類 名称 位置 

有 料 制 駐
車場 

中野駅北口中
央自転車駐車
場 
～ 
都立家政北自
転車駐車場 

中野区中野四
丁目９番先 
～ 
中野区鷺宮一
丁目２６番４
号 

中野南自転車
駐車場 

中野区中野二
丁目２６番 

中野坂上駅自
転車駐車場 
～ 
東中野駅前広
場地下自転車
駐車場 

中野区中央二
丁目８番先 
～ 
中野区東中野
一丁目５８番
９号先 

登 録 制 駐
車場 

新江古田自転
車駐車場 

中野区江原町
二丁目２９番
１７号 

中野富士見町
自転車駐車場 

中野区弥生町
五丁目２３番
１７号 

 

別表第２ （略） 
 
   附 則 
この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 

別表第２ （略） 
 

  



資料２ 
 
 

 
 

 
  

 

 

図（１） 

図（２） 

図（３） 
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公社中野駅前住宅 

スロープ 

出入口 

出入口(人のみ) 

※出入口はファミリーロード

側、千光前通り側の２か所設置

するが、千光前通り側出入口は

人のみ出入り可 

自転車駐車場 

自転車駐車場出入用通路 

自転車出入口スロープ縦断イメージ図 

自転車駐車場は公社敷地と分離するため 
フェンスを設置する 

中野南自転車駐車場移転先図 


